
 

 

 

 

 

発信日：2022 年 8 月 26 日 

 

情報通信第103号の続報です。 

厚生労働省より水際対策強化に係る新たな措置（31）が発表になりました。 

 

〇ワクチン接種証明書については厚生労働省HPを確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html 

 

〇外国人技能実習機構HPの重要なお知らせ https://www.otit.go.jp/ 

2022.08.26「新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置 

に伴う技能実習生の待機措置等について（周知）」をご覧ください。 

 

今回のテーマ「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置-続報㉔」について 

 

搭乗する航空機の到着予定時刻が令和4年9月7日午前0時（日本時間）

以降の入国者が対象です。 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
https://www.otit.go.jp/

